
福島県立修明高等学校の取組  

 令和７年４月１日 

修明高等学校部活動方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 休養日について 

 〇 平日週１日及び土・日いずれかを月２日以上、休養日とします。 

  ※ 設定した休養日にやむを得ず活動する場合は、代替日を確保します。 

  ※ 年間を通して、休養日が確実にとれるよう計画します。 

 〇 平日・休日の休養日については、部活動単位で設定します。詳しくは

年間活動計画をご覧ください。 

〇 定期考査など試験等がある場合は、試験開始の７日前から部活動は原則

休みとなります。 

２ 練習時間について 

〇 練習時間の上限を、平日２時間、休日３時間とします。 

※ 練習試合や試合等で時間を大きく上回る場合がありますが、別日を休

みにするなど調整します。 

３ その他 

〇 顧問不在時や学校行事等で、練習日や活動内容、休養日が急きょ変更に

なる場合がありますので、ご了承ください。 

〇 部活動に関するお問い合わせは、教頭までご連絡ください。 

（電話０２４７－３３－３２１４  平日：８：００～１８：００） 

 

 

 

 

 

■ 福島県教育委員会の「部活動の在り方に関する方針」を守り、

適切な休養日と練習時間を設定します。 

（福島県教育委員会のホームページで「部活動の在り方に関する

方針」が確認できます。） 

■ 各顧問が各部活動の年間活動計画を作成・配布し、保護者・生

徒が見通しの持てる活動にします。 

■ ハイシーズンとオフシーズンを明確にして活動します。 

■ 生徒の自主的、自発的な活動となるよう生徒の多様なニーズや

意見を把握し、生徒一人一人が意欲的に取り組める運営を目指し

ます。 



 

◆学校閉庁日について◆ 
生徒がご家庭での祭事や地域の行事などに積極的に参加して見聞を

広めるとともに、教職員が週休日の振替や休暇を取得しやすくするため、

夏季休業中に学校閉庁日を設けています。  

学校閉庁日 ８月 12 日（火）～８月 15 日（金）（令和７年度）  
※  施設保守の要員として教職員が出勤する場合もありますが、原則と

して開錠はせず、来訪対応や電話対応は行いませんので、ご了承くだ

さい。 

 

◆登校下校の時刻について◆ 

  学校の解錠・施錠時刻の設定に伴い、登校・下校時刻を次のとおりとして

おります。生徒の登下校につきまして、ご理解とご協力をお願いします。 

登校時刻 ７：00 以降（長期休業中７：３0 以降） 

※校舎解錠時刻 ７：00（長期休業中７：３0 以降） 

下校時刻 １８：00 まで（長期休業中１６：３0 まで） 

※校舎施錠時刻 1８：３0（長期休業中１７：００） 

 ※ 週休日（土日）及び祝日は、原則として解錠はせず、来訪者や電話対

応は行いませんので、ご了承ください。 

 

◆緊急時の連絡体制について◆ 

  平日は夕方１８：00～翌朝８：00、及び週休日（土日）及び祝日は、学

校の電話が留守電（自動音声案内）となり、電話はつながりません。 

万が一、生徒の生命や安全に関わる事態が発生した場合等の緊急時の連絡

は、警察や消防（救急）への連絡を最優先に行ってください。 

なお、平日、朝の時間帯は非常に電話が込み合いますので、欠席連絡はスタ

ディサプリを用いて連絡をお願いします。 

 

福島県立修明高等学校   代表電話    0247－３３－３２１４ 

                               連絡先メール  assist.shumei-h@fcs.ed.jp 

 


